
【 注 意 】 

  こ の資料は、平成２７年３月３日現在の国資料等を取りまとめたものです。  
  最 終的な介護報酬告示・留意事項・Ｑ＆Ａ・川崎市基準条例等については、  
次の点に注意し、再確認してください。  

○Ａ  介護報酬  
   今 後、厚生労働省より算定基準（「指定居宅サービスに要する費用の額の

算定に関する基準（告示第１９号）等」・別掲告示（「厚生労働大臣が定め
る一単位の単価（告示第９４号）等」・留意事項通知（「指定居宅サービス
に要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指
導及び福祉用具貸与にかかる部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額
の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（老企第３６号
通知）等」・「Ｑ＆Ａ」等が発出されます。  
そのため、平成２７年４月１日以降の介護報酬算定に際しては、改定後の  

内容により請求を行うこととなりますので、必ず、最終的な情報を確認して  
ください。ああああああああああああああああああ
特に、各種加算は、同一名称の加算でも、算定要件が「加わる」「減る」  

等の改定が行われるものもありますので、各事業所におかれては、各加算に  
ついて、加算算定の有無を確認するとともに、改定前・改定後の算定要件も  
必ず確認してください。  
なお、同一名称の加算について、改定後の要件を満たせない場合は、速や  

かに加算の取り下げ届けを提出するなど、必要な手続きを行ってください。  

○Ｂ  川崎市指定基準条例・考え方  
   今 後、条例改正手続終了後に確定され、施行します。  
   平 成２７年４月１日（施行）以降の基準条例・考え方は、川崎市ホームペ  

ージに掲載しますので、必ず、最終的な情報を確認してください。  
   な お、変更届の提出が必要な場合には、速やかに所定の手続を行ってくだ  

さい。  

○Ｃ  その他の制度改正  
   今 回の制度改正では、前述○Ａ ・○Ｂ の他にも、様々な見直しが行われます。  
   最 終的な情報は、今後、厚生労働省等から随時発出されますので、必ず、  

確認してください。  

 ※  情 報 確 認 先 （ ホ ー ム ペ ー ジ ）  ※  
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